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はは  じじ  めめ  にに  
 事業の実施による環境への影響を未然に防止するため、環境影響評価の実施についてわが国

で始めての統一的なルールとして、昭和59年に環境影響評価実施要綱が閣議決定により定め

られました。これを踏まえ、愛知県では、県や民間等の行う事業を対象として昭和61年に愛

知県環境影響評価要綱を策定しました。 

 その後、平成７年には愛知県環境基本条例において、環境保全に関する基本的な施策の一つ

として環境影響評価制度の推進を位置づけました。また、平成９年には環境影響評価法が制定

され、環境影響評価の結果を事業の許認可等に反映できる規定が設けられました。 

 このような状況に対応して、環境影響評価制度の充実、強化を図るため、平成10年 12月

18日に愛知県環境影響評価条例を公布し、平成11年 6月 12日に全面施行しました。 

 環境影響評価制度が円滑に実施され、事業の実施に際して環境保全について適正な配慮がな

されるよう、事業者や県民の皆様のご協力をお願いします。 

 

環環境境影影響響評評価価((環環境境アアセセススメメンントト))制制度度ととはは  
 環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、事前に事業者自らが環境に

どのような影響を及ぼすかについて調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して県、市町

村、県民などから意見を聴き、それらを踏まえてその事業を環境保全の見地からより望ましい

ものとしていく制度です。 

 

環環境境影影響響評評価価のの制制度度にに関関すするる経経緯緯  

昭和４４年（１９６９年） アメリカ「国家環境政策法」（ＮＥＰＡ）制定

昭和４７年（１９７２年） 「各種公共事業に係る環境保全対策について」閣議了解

昭和５６年（１９８１年） 旧「環境影響評価法案」国会提出（昭和５８年廃案）

昭和５９年（１９８４年） 「環境影響評価の実施について」閣議決定

昭和６１年（１９８６年） 「愛知県環境影響評価要綱」制定

平成 ５年（１９９３年） 「環境基本法」制定

平成 ７年（１９９５年） 「愛知県環境基本条例」制定

平成 ９年（１９９７年） 「環境影響評価法」制定

平成１０年（１９９８年） 「愛知県環境影響評価条例」制定

「愛知県環境影響評価条例」施行

「環境影響評価法」施行

主　　な　　事　　項年

平成１１年（１９９９年）

 

 



愛知県環境影響評価条例
環境影響評価法
（第１種事業）

高速自動車国道 ― 全て

指定都市高速道路（4車線以上） ― 全て

一般国道（4車線以上） 7.5km以上10km未満 10km以上
林道（幅員6.5m以上） 15km以上20km未満 20km以上
県道・市町村道（4車線以上） 7.5km以上 ―

ダム 貯水面積75ha以上100ha未満 貯水面積100ha以上
堰 湛水面積75ha以上100ha未満 湛水面積100ha以上
湖沼水位調節施設 湖沼開発面積75ha以上100ha未満 湖沼開発面積100ha以上
放水路 土地改変面積75ha以上100ha未満 土地改変面積100ha以上
新幹線鉄道 ― 全て

普通鉄道 7.5km以上10km未満 10km以上
新幹線･普通鉄道以外の鉄道 7.5km以上 ―

新設軌道 7.5km以上10km未満 10km以上
新設軌道以外の軌道 7.5km以上 ―

滑走路長1,875m以上2,500m未満 滑走路長2,500m以上
水力発電所 出力2.25万kW以上3万kW未満 出力３万kW以上
火力発電所（地熱以外） 出力11.25万kW以上15万kW未満 出力15万kW以上
火力発電所（地熱） 出力0.75万kW以上１万kW未満 出力1万kW以上
原子力発電所 ― 全て

ごみ処理施設 処理能力150ｔ/日以上 ―

し尿処理施設 処理能力150kℓ/日以上 ―

産業廃棄物焼却施設 処理能力150ｔ/日以上 ―

廃棄物最終処分場 25ha以上30ha未満 30ha以上
11.25ha以上 ―

燃料使用量11.25t/h以上又は特定
排出水の量7,500m3/日以上
40ha以上50ha以下 50ha超

都市計画に定められるもの 75ha以上100ha未満 100ha以上
その他 75ha以上 ―

75ha以上100ha未満 100ha以上
75ha以上100ha未満 100ha以上

流通業務市街地整備法に規定するもの 75ha以上100ha未満 100ha以上
その他 75ha以上 ―

75ha以上 ―

75ha以上 ―

首都圏・近畿圏で行われるもの ― 100ha以上
都市再生機構等が行うもの 75ha以上100ha未満 100ha以上
その他 75ha以上 ―

都市再生機構等が行うもの 75ha以上100ha未満 100ha以上
その他 75ha以上 ―

事業区域面積75ha以上又は土地
改変面積37.5ha以上

―

75ha以上 ―

― 埋立・掘込300ha以上

　（注） １　　この表は、条例施行規則別表第１及び環境影響評価法施行令別表第１を要約したものです。対象事業の詳細はそれぞれの

　　　　　　規定を参照してください。

　　　　 ２　　環境影響評価法には表中の第１種事業の他に第２種事業の規定があります。第２種事業の種類は第１種事業と同じで（港湾

　　　　　　計画を除く。）、規模は条例対象事業の規模と同じです。

⑲ 複合開発事業

⑳ 港湾計画

⑨ 公有水面の埋立・干拓

⑭ 農用地の造成

⑩ 土地区画
    整理事業

⑬ 流 通 業 務
    団地の造成

⑪ 新住宅市街地開発事業

⑫ 新都市基盤整備事業

⑯ 工業団地
     の造成

⑮ レクリエーション用地の造成

⑱ 鉱物の掘採又は土石の採取

⑰ 住宅団地
     の造成

⑥ 廃 棄 物
    処理施設

⑦ 下水道終末処理場

③ 鉄   道

④ 飛行場

① 道   路

② ダム・堰
    その他河川
    工事

対　象　事　業　の　種　類

―⑧ 工場・事業場

⑤ 発電所

対対象象ととななるる事事業業のの概概要要  



 (点線は必要に応じて行う手続)

愛愛知知県県ににおおけけるる環環境境アアセセススメメンントト手手続続のの流流れれ

住　民　等 事　業　者 知　　事

方　法　書

意 見 概 要

意見書
(1月+2週間)

環境影響評価
審査会意見

市 町 村 長

②

知 事 意 見

①

③

市町村長意見

項目・手法の選定

環境影響評価の実施

意見概要 ･
事業者見解

準　備　書

説明会の開催

公聴会の開催

④
⑤

⑥

⑦

意見書
(1月+2週間)

市町村長意見

知 事 意 見

公 告 ・ 縦 覧
(１月間)

公 告 ・ 縦 覧
(１月間)

環境影響評価
審査会意見

⑧

⑨

⑩

工事の着手届

事後調査の実施

事後調査報告書

公 告 ・ 縦 覧
(１月間)

公 告 ・ 縦 覧
(１月間)

環境影響評価
審査会意見

知 事 意 見

報　　告

工事の完了届

⑪

⑫

⑬

⑭

評　価　書
許認可権者等

意 見※

※法対象事業のみ

　　　　　　　は、愛知県
環境影響評価条例に基
づく独自の手続きです
が、環境影響評価法の
対象事業においても同
様に実施されます。

評価書の補正※
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○○建設事業環境影響評価準備書

平成○年○月
○○○○

○○建設事業環境影響評価準備書

平成○年○月
○○○○

 
① 方法書の作成 

事業者は、環境アセスメントにおいて、どのような項目について、どのような方法で調査・

予測・評価をしていくのかという計画等を記載した「環境影響評価方法書」（方法書）を作成し、

知事と市町村長に送付します。 

 

② 方法書の公告・縦覧 
事業者は、方法書を作成したことを公告し、事業者の事務所などで、１か月間、誰にでも見

られるようにしておきます。 

 

③ 方法書についての意見書 
方法書の内容について、環境保全の見地からの意見がある人は、縦覧期間（１か月間）＋２

週間に、事業者に意見書を提出することができます。 

 

④ 方法書についての知事の意見 
知事は、市町村長や住民の方などから提出された意見を踏まえ、愛知県環境影響評価審査会

の意見を聴いて、事業者に対して環境保全の見地からの意見を述べます。 

 

⑤ 環境影響評価の実施等 
事業者は、方法書手続での意見を踏まえ、環境アセスメントの項目や

方法を決定し、それに従って調査・予測・評価を行い、並行して環境保

全のための対策を検討します。 

 

⑥ 準備書の作成、公告･縦覧 
事業者は、調査・予測・評価・環境保全対策の検討を実施し

た結果等を記載した「環境影響評価準備書」（準備書）を作成し、

知事と市町村長に送付します。また、準備書を作成したことを

公告し、事業者の事務所などで、１か月間、誰にでも見られる

ようにしておきます。 

 

⑦ 説明会の実施 
事業者は、準備書の内容を説明するため、縦覧期間中に説明会を開催します。 

 

⑧ 準備書についての意見書 
準備書の内容について、環境保全の見地からの意見がある人は、縦覧期間（１か月間）＋２

週間に、事業者に意見書を提出することができます。 

 

⑨ 公聴会の開催 
知事は、準備書の内容について、環境保全の見地からの意見がある人の意見を聴くため、公

聴会を開催します。 

 

⑩ 準備書についての知事の意見 
知事は、市町村長や住民の方などから提出された意見や公聴会で述べられた意見を踏まえ、

愛知県環境影響評価審査会の意見を聴いて、事業者に環境保全の見地からの意見を述べます。 
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⑪ 評価書の作成、公告･縦覧 

事業者は、準備書に対する住民の方などや知事の意見の内容を検討し、必要に応じて準備書

の内容を見直した上で、「環境影響評価書」（評価書）を作成し、知事と市町村長に送付します。   

また、評価書を作成したことを公告し、事業者の事務所などで、１か月間、誰にでも見られ

るようにしておきます。 

   ※環境影響評価法の対象事業の場合 

環境影響評価法の対象事業の場合には、作成した評価書を知事と市町村長に送付する前に、事業の許認可等

を行う者(例えば、道路や空港であれば国土交通大臣)に送付します。許認可等を行う者が国の機関である場合

には環境大臣に対し環境保全の見地から意見を求め、環境大臣の意見を踏まえて事業者に意見を述べます。 

事業者は意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で、最終的に評価書を確定し、知事、市町村長、事

業の許認可等を行う者に送付します。 

 
⑫ 工事の着手届 

事業者は、工事に着手したときや工事を完了したときは、知事に届け出ます。 

 

⑬ 事後調査の実施 
事業者は、工事の着手後、工事中や供用後の環境の状況等を把握するため、評価書に記載さ

れた計画に基づき事後調査を行います。 

 

⑭ 事後調査報告書の作成 
事業者は、事後調査を行ったときは、「事後調査報告書」を作成し、知事と市町村長に送付し

ます。また、事後調査報告書を作成したことを公告し、事業者の事務所などで、１か月間、誰

にでも見られるようにしておきます。 

 

環環境境アアセセススメメンントトでで対対象象ととななるる項項目目  
調査、予測及び評価の対象となる項目は、次のとおりです。 

 

● 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

○大気質 ○騒音 ○振動 ○悪臭 ○水質 ○底質 ○地下水 ○地形・地質 

○地盤 ○土壌 

● 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

○植物 ○動物 ○生態系 

● 人と自然との豊かな触れ合い 

○景観 ○触れ合い活動の場 

● 歴史的文化的特性 

○歴史的環境 ○文化的環境 

● 環境への負荷 

○廃棄物等 ○温室効果ガス等 

 

（注）詳細は、愛知県環境影響評価指針を参照してください。 



 6

 

よよりりよよいい環環境境アアセセススメメンントトののたためめにに  
 

事業者のみなさまへ 

 環境アセスメントは、対象事業を実施しようとする事業者が行います。これは、環境に著し

い影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、自己の責任と負担で事業の実施に伴う

環境への影響を把握することで、環境の保全について適正な配慮がなされることが期待される

ためです。また、事業計画を作成する段階で、環境影響についての調査、予測、評価を行うと

ともに環境保全対策の検討を一体として行うこと 

により、その結果を事業計画や施工・供用時の環

境配慮等に反映しやすいこともその理由の一つ

です。 

 事業者のみなさまには、県民の健康で文化的な

生活の確保を目指したこの条例の目的を十分に

理解していただき、環境影響評価の手続きを通じ

て、環境の保全について適正な配慮をお願いしま

す。 

 

 

 

県民のみなさまへ 

 事業の実施が環境に及ぼす影響は、その事業の特性や実施される地域の特性により異なるこ

とから、環境アセスメントで評価する項目は事業や地域の特性に応じて選定することになって

います。このため、環境アセスメント制度においては、地域の環境に関する有益な情報が広く

収集され、その情報が事業計画に反映できるよう、環境保全の見地からの意見のある人はどな

たでも、事業者に対して意見書を提出することができる仕組みとなっています。 

地域の環境についてよくご存知のみなさまに、方法書・準備書に対する意見書の提出や、準

備書の説明会への出席などを通じて、環境アセスメントの手続に積極的に参加していただくこ

とで、環境の保全について適正な配慮がなされることが期待されます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 ア セ ス メ ン ト 
－環境影響評価法・愛知県環境影響評価条例のあらまし－ 

平成 20年２月発行 

愛知県 環境部 環境活動推進課 

〒460-8501 

名古屋市中区三の丸三丁目1番 2号 
 
TEL 052-954-6211(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

FAX 052-954-6914 

e-mail kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp 

URL http://www.pref.aichi.jp/kankyo/ 


